
「
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
財
政
運
営
の
た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
案
」
及
び
「
所
得

税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
に
対
す
る
附
帯
決
議

参
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政
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委

員

会

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
四
日

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

平
成
二
十
二
年
度
予
算
は
、
税
収
を
公
債
金
収
入
が
上
回
る
と
い
う
事
態
と
な
っ
て
お
り
、
我
が
国
財
政
の
先
行
き
に
対

す
る
懸
念
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
早
急
に
中
期
的
な
経
済
・
財
政
の
展
望
を
示
す
と
と
も
に
、
具
体
的
な
数

値
目
標
を
盛
り
込
ん
だ
財
政
健
全
化
の
戦
略
を
講
ず
べ
く
努
力
す
る
こ
と
。

一

今
後
の
予
算
編
成
に
当
た
っ
て
は
、
特
別
会
計
の
積
立
金
・
剰
余
金
に
過
度
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
で
き
る
限
り
恒
久

的
な
財
源
の
確
保
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
国
債
に
対
す
る
信
認
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
認
識
し
つ
つ
、
節
度
あ

る
国
債
発
行
に
努
め
る
と
と
も
に
、
公
債
の
安
定
消
化
に
向
け
た
一
層
の
取
組
み
を
行
う
こ
と
。

一

少
子
高
齢
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
っ
た
社
会
経
済
構
造
の
変
化
を
踏
ま
え
、
安
心
で
き
る
福
祉
社
会
や
持
続
的
な
経
済

社
会
の
実
現
、
中
長
期
的
な
財
政
健
全
化
、
地
球
温
暖
化
問
題
へ
の
対
応
な
ど
我
が
国
が
直
面
す
る
諸
課
題
を
解
決
す
る
た

め
、
所
得
・
消
費
・
資
産
な
ど
税
体
系
全
般
に
わ
た
る
税
制
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


